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令和５年度芦屋市障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針 

 

１ 趣旨 

  この調達方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関

する法律（平成２４年法律第５０号。以下「障害者優先調達推進法」という。）第９

条第１項の規定に基づき、本市が障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達の

推進を図るための方針を定めるものとする。 

 

２ 調達方針の適用範囲 

  この調達方針の適用範囲は、市長、消防本部、教育委員会、選挙管理委員会、公平

委員会、監査委員及び議会の各事務部局とする。 

 

３ 対象となる障がい者就労施設等 

この調達方針の対象となる障がい者就労施設等は、障害者優先調達推進法第２条

第２項から第４項までに規定する次の市内の施設等とする。 

 (1) 障がい者支援施設 

 (2) 地域活動支援センター 

 (3) 障がい福祉サービス事業を行う施設（生活介護、就労移行支援又は就労継続支

援を行う事業に限る。） 

 (4) 障がい者の地域における作業活動の場として障害者基本法第１８条第３項の規

定により必要な費用の助成を受けている施設（小規模作業所） 

 (5) 障害者優先調達推進法施行令（平成２５年政令第２２号）第１条第１号に規定

する事業所（特例子会社） 

 (6) 障害者優先調達推進法施行令（平成２５年政令第２２号）第１条第２号に規定

する事業所（重度障がい者多数雇用事業所） 

 (7) 在宅就業障がい者 

 (8) 在宅就業支援団体 

 

４ 調達の基本方針 

 (1) 障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達を推進するために、関係部署と

の連携を図る。 

 (2) 障がい者就労施設等の供給可能な物品及び役務について、施設等へ確認を行い、

庁内に周知する。 

 (3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３号及
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び地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第３号の規定に基づく随意契約を

積極的に活用し、物品及び役務の調達を推進する。 

 

５ 優先調達推進目標および前年度調達実績 

 
 ※道路及び公園施設等包括管理業務委託により実施するものは除く。（令和５年度） 

 

６ その他 

  調達方針の作成及び本市の契約における障がい者就業促進に係る措置等について

は、総務部総務室契約検査課が担当し、障がい者就労施設等の供給可能物品及び役

務の確認等、必要な連絡調整等については、こども福祉部福祉室障がい福祉課が担

当する。 

 

                                 以 上 

令和５年

種別 調達目標額 調達目標額 調達実績額

物品に係る調達額  小物雑貨

役務に係る調達額  清掃・施設管理※ 4,740,000円 9,090,000円 9,479,992円 

 その他の役務 629,000円 300,000円 558,449円 

小　計 5,369,000円 9,390,000円 10,038,441円 

合　計 5,369,000円 9,390,000円 10,038,441円 

令和４年


